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本日、ここに、令和６年第４回羽咋市議会定例会が開かれるに

あたり、提出議案の大要と当面する諸課題への取り組みについて、 

ご説明いたします。 

 

今議会は、私にとって、市長２期目の最初の議会です。 

この機会に、今後の市政運営に対する所信の一端を申し上げ、

議員各位をはじめ、市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと 

存じます。 

去る１０月６日に執行されました市長選挙におきまして、市民

の皆様から温かい激励と多大なるご支援をいただき、今後４年間、

引き続き市政運営を担わせていただくこととなりました。 

この場をお借りしまして、政策の推進にご理解をいただきまし

た、市民の皆様と議員各位に対し、改めて感謝申し上げます。 

今、改めて、私に与えられた使命と職責の重さに、身の引き締

まる思いです。市民の皆様からお寄せいただきました信頼と期待

にお応えするため、能登半島地震からの復旧・復興と本市の更な

る発展の実現に向け、全身全霊をかけて、職務に取り組んでいき

ます。 

１期目では、市民と行政が同じ立場、同じ目線に立って、地域

の課題に対応し、住んでいてよかったと実感できる「輝く羽咋」

を目標に掲げ、多くの施策を実行してきました。 

若者の移住定住のため造成した千里浜ヒルズには、現在、次々

と住宅が建設されています。 
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また、子育て世帯の経済的負担の軽減として、保育所利用負担

および学校給食を完全無償化したほか、子ども基金を創設し、 

小学校入学祝金の支給を行いました。 

さらに、地域経済の活性化のため、コロナ禍や原油・物価高騰

対策として、市民生活と事業者を守る施策を機動的に実行してき

ました。 

２期目では、これまでの４年間で築いた「輝く羽咋」を土台に、

さらなる発展を目指す「輝く羽咋 2.0」を掲げ、これからも住み

続けたいと希望の持てる、活気あるまちづくりに挑戦していきま

す。 

「未来につながる復興の実現」 「強い経済と安心な羽咋の実

現」 「スポーツ・文化によるまちづくりの実現」 「未来を支え

るひとづくりの実現」 「こどもまんなか羽咋の実現」を政策の 

５本柱として、令和７年度の予算に反映しながら、スピード感を

持って、各種施策を実行していきます。 

 

それでは、令和７年度の予算編成方針について、ご説明いたし

ます。 

国が示す「経済財政運営と改革の基本方針 2024」では、物価 

上昇が賃金上昇を上回る中で、消費は力強さを欠いており、持続

的・構造的賃上げの実現に向けて取り組むとしています。加えて、

官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本的 

強化を含めた取り組みの加速など、デフレからの完全脱却、そし



   

 

 3 

て経済の新たなステージへの移行へとつなげていくとしています。 

また、去る１０月４日および１１月２９日に行われた石破内閣

総理大臣の所信表明演説では、「地方創生 2.0」として、国・地方・

国民が一丸となって地域創生を再起動するなど、地域独自の取り

組みを強力に後押しするとしています。 

本市におきましても、人口減少、物価高騰、自然災害の激甚化・

頻発化などの急激な社会情勢の変化を的確に捉えた施策を展開し

ていくとともに、市民一人ひとりが幸せを実感できる取り組みに

積極的に投資することが必要です。 

そして、国や県と連携を図り、ＤＸやＧＸの考え方をあらゆる

施策に取り入れながら、将来に向け、積極的な経営の合理化を推

進し、健全財政の維持を図る必要があります。 

これらの背景や政策の５本柱をもとに、本市の令和７年度予算

編成方針を「すまいと暮らしの再建 未来への投資」とし、能登

半島地震からの復旧・復興を最優先として、市民の命と生活を守

ることに引き続き取り組むとともに、まちづくりを次のステージ

「輝く羽咋 2.0」へとつなげていきます。 

具体的には、５つのビジョンを掲げており、１点目の「未来に

つながる復興の実現」では、生活・生業・住宅の再建および ここ

ろのケア支援、コミュニティの再建支援、災害公営住宅の整備に

取り組むとともに、災害に強い安全安心なまちづくりを進めます。

新たに宅地分譲を行い、安心して住み続けられる住環境を整備し、

切れ目ない定住促進を図ります。 
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２点目の「強い経済と安心な羽咋の実現」では、物価高騰対策

のほか、暮らしを支える社会基盤の整備、生活環境や農林水産業

を守る有害鳥獣対策、グリーン社会の実現に向けたカーボンニュ

ートラルの推進に取り組みます。また、まちなか賑わい創出と魅

力発信や、若者・女性が住みやすい環境づくりを進めるとともに、

起業家、テレワーカー支援策の拡大を図ります。 

３点目の「スポーツ・文化を通じた潤い活力あるまちづくりの

実現」では、生涯スポーツ・競技スポーツを推進することにより、

生涯、活躍できる健康づくりを進めるとともに、スポーツおよび

文化・芸術・音楽による地域振興に取り組んでいきます。 

４点目の「全世代活躍のまちづくりの実現」では、デジタル 

技術を活用した地域課題の解決や情報発信を強化するとともに、

次の時代に対応した働く場の創造、より一層の教育環境の充実と

教育の質の確保、生涯にわたる学びの確保とひとづくりを進めま

す。 

５点目の「誰もが暮らし続けられる羽咋の実現」では、安心し

て妊娠・出産から子育てができるよう、病児保育や休日保育の 

充実といった環境整備や、伴走型のこども・子育て支援を強化す

るとともに、地域で支え合う高齢者・障害者福祉の充実、市民の

利便性向上と質の高い行政サービスを進めます。 

 

次に、本市の復旧・復興に向けた取り組みについて、ご説明い

たします。 
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８月に策定した復興計画の確実な実行に向け、復興実施計画で

は、具体的な事業や期間について、現在取りまとめを行っており、

今後、関係団体からご意見をいただきながら、年内の策定を目指

していきます。 

また、地域と連携し、地域の実情に応じた個別計画の策定を 

進めます。現在、６つの町会から申し込みがあり、今後、ワーク

ショップを通じて、地域の取り組みをまとめていきます。 

 また、今後の復旧・復興に重要な支援となる能登半島地震復興

基金につきましては、地域コミュニティの存続のため、被害を受

けた神社や会館の修復について、復興基金に市の補助を上乗せし

た支援を行っているほか、 私 道
わたくしどう

や共同墓地についても、復旧に

要する経費を補助しています。 

 個人向けの支援としましては、被災宅地の復旧支援や転居費用

などの支援を行っています。 

被災された皆様が、一日も早く安全で安心な生活を取り戻すこ

とを最優先とし、一人ひとりの状況に応じた支援を継続するとと

もに、見守りを含めた、心と身体の健康を守るための取り組みを

行っていきます。 

 

次に、液状化対策について、ご説明いたします。 

液状化被害が集中した地区において、ボーリング調査が完了し、

工法検討の基礎資料となる土質データの分析が完了しました。 

去る１１月１１日に開催した第１回目の液状化対策技術検討
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委員会では、委員から有力視される工法として、地下水位を低下

させる工法が示されたことから、現在、追加で地下水位の調査を

進めています。 

令和７年１月には、次回検討委員会の開催を予定しており、 

追加の調査結果を踏まえ、対策工法の検討を行っていきます。 

今後の事業実施に向けては、検討委員会での専門的意見を参考

に、対策方針を取りまとめ、地元説明会などでご意見を伺いなが

ら、事業を進めていきます。 

 

次に、災害公営住宅の整備について、ご説明いたします。 

建設地である歴史民俗資料館南側の５千平方メートルの土地

を１０月に取得、埋蔵文化財に係る試掘調査を完了し、造成工事

に係る測量や設計に着手しています。 

また、住宅が半壊以上の被害を受けた５９０世帯を対象に、 

災害公営住宅への入居希望および入居要件を確認するため、第２

回目の意向調査として仮申込を受け付けたところ、５４世帯から

申込がありました。 

今後も引き続き、入居希望を受け付けるとともに、調査結果を

踏まえ、住宅の整備規模や事業手法を決定していきます。 

なお、災害公営住宅の整備に係る支援制度拡充について、これ

までも要望を行ってきました。先般、国や関係国会議員に対して、

本市の被災状況を踏まえた支援制度となるよう、改めて制度拡充

を要望したところであり、今後とも機会を捉えて関係機関に本市
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の被害状況の説明や要望を行っていきます。 

 

次に、被災家屋の解体の状況について、ご説明いたします。 

１１月末現在、公費解体の申請は５０７棟、自費解体の申請は

６６棟、合わせて、５７３棟の申請があります。このうち、解体

工事が完了しているのは、２０３棟、３５．４パーセントです。 

令和７年１０月の完了を目指し、引き続き、被災家屋の解体を

速やかに進めていきます。 

 

次に、未来につなげる羽咋なりわい再建支援事業について、ご

説明いたします。 

能登半島地震による被災事業者への市独自支援につきまして

は、１１月末現在で、国・県の補助制度への上乗せ補助金への 

申請が７件、被災した店舗の移転支援補助金が３件です。 

本市は、能登半島の玄関口に位置しており、能登半島地震で 

被害を受けた能登の復旧・復興の足掛かりとして、また、人口 

流出の防波堤となる役割があると考えます。 

復興のモデル都市を目指すとともに、今後も、住宅環境整備や

観光振興など様々な施策を実行し、能登全体の復興を支えていき

ます。 

 

次に、新たな宅地開発について、ご説明いたします。 

千里浜ヒルズ分譲地が、若い世代だけでなく、能登半島地震の
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被災者の転居先としても需要が高く、販売開始後まもなく完売と

なりました。 

これは、千里浜インターチェンジへのアクセスが良く、生活の

利便性が高いことが要因と考えています。  

このことから、今後も、千里浜インターチェンジ周辺で需要が

見込まれるため、新たに、兵庫町地内の北鉄能登バス南側および、

兵庫町地内のセブン-イレブン羽咋千里浜インター店東側におい

て、併せて３０戸程度の宅地分譲を進めていきます。 

これまで、地権者との協議や地元説明会を開催しており、今後、

実施設計に着手し、令和７年度の造成工事完成を目指し、切れ目

ない定住促進を図っていきます。 

 

次に、羽咋市にぎわい交流拠点「ＬＡＫＵＮＡはくい」につい

て、申し上げます。 

７月１日のグランドオープンから、７７日目に来館１０万人を

達成し、今月中には来館２０万人に到達する見込みです。 

これまで、文化観光やスポーツ、音楽などをテーマにイベント

を開催し、多くの方にご利用いただきました。 

今後も、羽咋 e スポーツシティプロジェクトと題してプレイヤ

ー育成セミナーや、能登初の競技大会の開催を予定しているほか、

今月からイルミネーションやサブカルチャー体験イベントを実施

しています。 

また、３階の有料スペースの一般利用も増えてきており、居心
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地の良い第３の場所、サードプレイスとして定着しつつあります。 

今後も、指定管理者とともに、様々な活用方法を提案し、利用

者の更なる増加と羽咋駅周辺の賑わいづくりにつなげていきます。 

施設環境につきましては、駐車場が少ないとのご意見をいただ

いており、長者川の護岸復旧の後、速やかに駐車場整備に着手い

たします。 

 

次に、がんばる羽咋創生総合戦略の効果検証・評価結果につい

て、ご説明いたします。 

 去る９月１９日、有識者会議「羽咋市まち・ひと・しごと創生

総合戦略会議」の代表者から、令和５年度実績に基づく総合戦略

に対する効果・検証報告書が提出されました。 

報告書では、全８２施策中７０施策について「取組内容を深

化・発展すべき」または「継続すべき」と評価されており、１２

施策については「取組内容の見直しや終了すべき」という検証結

果となっています。 

特に、人口動態で転入と転出の差となる社会動態が、初のプラ

スとなったことのほか、移住希望者への総合的支援や羽咋駅周辺

の賑わい創出、子育て世帯に優しい環境の整備について高い 

評価を受けた一方で、社会情勢と市民ニーズの変化により、新た

な対応が必要となった施策も見受けられました。 

このたびの効果検証結果も踏まえ、復興と持続可能なまちづく

りの両立を図っていきます。 
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次に、ふるさと納税推進事業について、ご説明いたします。 

去る１０月３１日に、公募型プロポーザル方式で委託事業者 

選定委員会を実施した結果、最優秀提案者に選定された、株式 

会社パンクチュアルを優先交渉権者として決定し、令和７年度 

からの業務委託に向け、手続きを進めています。 

ふるさと納税寄付金の拡大を図り、さらなる財源確保に努める

とともに、本市の魅力発信と地域経済の活性化を推進していきま

す。 

 

次に、ＳＳＴＲ2024 について、ご説明いたします。 

１０月５日から１５日間に渡り開催された、１２回目となる今回

は、全国から１万３，５００台を超えるエントリーがあり、千里

浜に沈む夕日を目指して、多くのライダーが本市を訪れました。 

開催期間中の土曜日には、千里浜レストハウス特設会場内に、

能登の出張物産市も開かれ、大変賑わいました。 

今後も、本市の魅力を発信するとともに交流人口の拡大に努め

ていきます。 

 

次に、市内企業への支援について、ご説明いたします。 

珪藻土を練り込んだ糸を使用した製品の製造を行っている、 

有限会社ヤマザキクリエイトは、製造委託先が、能登半島地震で

被災し、廃業したことから、千代町の空き倉庫を借り受け、自社

で製造を行うこととなりました。 
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総事業費は３,５００万円、新たに４人の雇用を生んでおり、

羽咋市遊休工場等利用及び雇用促進補助金交付要綱に基づき支援

いたします。 

今後も、事業者を支援するとともに、遊休工場の解消に努めま

す。 

 

次に、ふるさと融資制度の活用について、ご説明いたします。 

この制度は、地域振興に資する民間投資を支援するために、 

地方公共団体が民間金融機関と協調して、長期の無利子資金を 

融資する制度です。 

粟生町地内にて、株式会社CREER
ク レ エ

が「北陸初の障がい者が活躍

するワイナリー」の設立に向け、総事業費９，１００万円をかけ

て、醸造棟、セラー棟、ショップ、醸造機器等の整備を予定して

おり、市が１，５００万円を融資するものです。 

この計画により、ブドウ畑に隣接する施設で、ワイン醸造から

販売まで一貫して行うことができ、新たな６次産業の特産品とし

て、また、ふるさと納税返礼品への活用についても期待している

ところです。 

 

次に、放課後児童クラブの移設について、ご説明いたします。 

 現在、粟ノ保と瑞穂の放課後児童クラブは、近隣の施設を利用

していますが、関係者と協議しながら小学校の空き教室への移設

を進めます。令和７年夏頃の運営開始を目指しており、小学校と
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放課後児童クラブの連携を強化し、更なる児童の安全確保と利便

性の向上を図っていきます。 

 

次に、家庭や地域と連携・協働した教育活動 「地域とともに 

ある学校」の実現のため、国の方針に基づいた二つの取り組みに

ついて、ご説明いたします。 

はじめに、「部活動の地域移行」について、ご説明いたします。 

本市においても少子化や教員不足により、従前と同じ体制で部活

動を運営することが困難となってきている中、１１月から、邑知

中学校柔道部の休日の練習を、地域クラブである「邑知柔道クラ

ブ」の活動として実施しています。 

地域の指導者から指導を受けている他の部活動についても、地

域移行を段階的に進めることにより、生徒のスポーツ・文化芸術

活動に親しむ機会を将来にわたって確保していきます。 

 

次に、羽咋版コミュニティ・スクール制度の導入について、 

ご説明いたします。 

既に構築されている、保護者や地域と学校間の連携体制を強化 

し、学校が抱える課題や必要な支援を共有しながら学校教育力の

向上、地域全体で学校を支える地域づくりを行うため、羽咋版 

コミュニティ・スクール制度を導入いたします。 

令和７年４月に、モデル校となる邑知小学校に、活動の中心と 

なる「学校地域連携協議会」を立ち上げ、令和８年度には、全 
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小学校に導入していく予定です。 

 

次に、介護保険事業計画に基づく地域密着型サービスの施設整

備について、ご説明いたします。 

第９期羽咋市介護保険事業計画に基づく地域密着型サービス

の施設整備を進めるにあたり、「小規模多機能型居宅介護事業」を

提供する事業者の公募を行いました。 

これは、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることがで

きるよう、利用者の選択に応じて、「通い」、「宿泊」、「訪問」を組

み合せ、日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。 

 １件の応募があり、審査会を９月２４日に実施し社会福祉法人 

弘和会を選定いたしました。 

 

次に、入札制度について、ご説明いたします。 

１１月１日から、一般競争入札または指名競争入札により発注

する工事や委託において、変動型最低制限価格制度を導入いたし

ました。 

本制度は、最低制限価格基準額に、ランダム係数を乗じて変動

させ、最低制限価格を開札まで誰も知り得ることができない制度

であり、入札の一層の適正化を図るものです。 

 

次に、今年度の道路除雪対策について、ご説明いたします。 

除雪対策につきましては、去る１０月３０日に羽咋市道路除雪
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対策会議を開催し、町会関係者および民間除雪協力業者に対して、

ご協力をお願いしました。 

市の除雪計画に基づき、１２月１日から道路除雪対策本部を 

地域整備課内に設置し、積雪センサーや道路カメラを活用しなが

ら道路の積雪に対応していきます。 

大型除雪機械の配備につきましては、民間からの借り上げを 

含め、５９台体制で対応するとともに、積雪量が多い時には、 

６８台体制で対応する予定です。 

また、狭い道路や歩道用の小型除雪機械につきましては、今年

度２台補充し４０台を保有しており、町会に貸し出します。 

なお、能登半島地震の影響により市道の路面状況が悪い場所も

ありますが、関係者の皆様のご協力を得ながら道路交通の確保に

努めていきます。 

 

次に、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みについて

ご説明いたします。 

市では、平成２８年３月に羽咋市地球温暖化対策実行計画区域

施策編を策定し、２０３０年に温室効果ガスを４０パーセント削

減することを目指して、取り組んでいます。 

今回、国・県にあわせ、削減目標を５０パーセントに引き上げ

ることを検討しており、１１月２０日に開催した羽咋市環境審議

会に改定案を諮問し、現在、パブリックコメントを実施していま

す。 
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今後、環境審議会の答申やパブリックコメントの結果を踏まえ、

計画を改定し、引き続き、カーボンニュートラルの実現に向け、

取り組んでいきます。 

 

以上申し述べまして、提出案件の説明に入ります。 

今議会に提出いたしました案件は、予算案１０件、その他５件、

報告６件の合計２１件です。 

 

議案第４５号 令和６年度羽咋市一般会計補正予算第９号に

ついてご説明いたします。 

歳出の主な内容は、能登半島地震に伴う予算として、道路の災

害復旧や住まいに関する専門的な相談受付窓口の設置に伴う事業

費の増額補正などを計上しました。 

震災関係以外の予算では、都市計画道路川原町線および市道羽

咋１０１号線の道路整備に伴う羽咋駅周辺整備や、新たな宅地開

発に伴う設計委託などの追加補正のほか、粟ノ保および瑞穂放課

後児童クラブの小学校内への移設整備費、羽咋市創業等応援補助

金や住まいづくり奨励金などの申請件数の増加に伴う事業費の増

額補正などを計上しました。 

また、公債費の後年度負担軽減を図るため、市債の繰上償還に

係る費用を計上しました。 

歳入では、事業実施に伴う国県支出金などの増額や、繰上償還

に伴う減債基金からの繰り入れが主なものであり、不足分は、 
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まちづくり基金および財政調整基金からの繰入金により収支の 

均衡を図った次第です。 

これにより、歳入歳出それぞれ９億３，１８５万円を追加し、

予算総額を２００億４，６６２万３千円に定めようとするもので

す。 

 

議案第４６号 令和６年度羽咋市国民健康保険特別会計補正

予算第１号につきましては、療養費等の増加による増額補正であ

り、歳入歳出それぞれ１，０４８万８千円を追加し、予算総額を

２２億８，０４８万８千円に定めようとするものです。 

 

議案第４７号 令和６年度羽咋市介護保険特別会計補正予算

第２号につきましては、国県支出金等返納金などによる補正であ

り、歳入歳出それぞれ１億０，６４６万７千円を追加し、予算総

額を３１億４，７８２万８千円に定めようとするものです。 

 

議案第４８号 令和６年度羽咋市水道事業会計補正予算第２ 

号につきましては、収益的支出では、職員給与費の増額補正であ

り、６８万円追加し、予算総額を５億９，８４８万円にするもの

です。 

資本的収支につきましては、資本的収入では、下水道管復旧工

事に伴う水道管支障移転工事の管の減耗分に係る財源の補正およ

び管路耐震化事業に係る一般会計出資金の増額補正であり、 
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５，１７３万７千円追加し、予算総額を７億８，５７３万７千円

にするものです。 

また、資本的支出では、災害査定により国庫補助事業となった

公営企業災害復旧事業債の一括償還金の増額補正が主なものであ

り、２，２４６万円追加し、予算総額を１０億６，４９６万円に

するものです。 

 

議案第４９号 令和６年度羽咋市下水道事業会計補正予算第 

２号につきましては、収益的支出では、処理場ほか修繕費および

職員給与費の増額補正であり、３６７万円追加し、予算総額を 

８億１，２８７万円にするものです。 

資本的収支につきましては、資本的収入では、羽咋浄化センタ

ーに係る災害復旧工事の追加および汚泥脱水機更新工事の先送り

による財源の補正であり、企業債と国庫補助金で１億３，２８０

万円減額し、予算総額を１７億７，６７０万円とし、資本的支出

では、工事請負費と委託費を１億３，２８０万円減額し、予算総

額を２２億７，９９０万円にするものです。 

また、今回の事業費補正に伴い、債務負担行為を設定するもの

です。 

 

議案第５０号 市道路線の認定につきましては、金丸出町の 

１路線を認定するため、道路法の規定に基づき、議会の議決を 

お願いするものであります。 
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議案第５１号 令和６年度羽咋市一般会計補正予算第１０号

についてご説明いたします。 

今回の補正は、人事院勧告に伴う人件費等の増額補正であり、 

歳入歳出それぞれ５，５７１万９千円を追加し、予算総額を  

２０１億０，２３４万２千円に定めようとするものです。 

 

議案第５２号 令和６年度羽咋市国民健康保険特別会計補正

予算第２号につきましては、人事院勧告による人件費の増額補正

であり、歳入歳出それぞれ７３万２千円を増額し、予算総額を 

２２億８，１２２万円に定めようとするものであります。 

 

議案第５３号 令和６年度羽咋市介護保険特別会計補正予算

第３号につきましては、人事院勧告による人件費の増額補正であ

り、歳入歳出それぞれ３７２万６千円を増額し、予算総額を 

３１億５，１５５万４千円に定めようとするものであります。 

 

議案第５４号 令和６年度羽咋市水道事業会計補正予算第３ 

号につきましては、人事院勧告に伴う人件費の増額補正であり、

収益的支出では、５２万円追加し、予算総額を５億９，９００万

円とし、資本的支出では、１４万円追加し、予算総額を１０億 

６，５１０万円にするものです。 

 

議案第５５号 令和６年度羽咋市下水道事業会計補正予算第 
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３号につきましては、人事院勧告に伴う人件費の増額補正であり、

収益的支出では、２４万円追加し、予算総額を８億１，３１１万

円にするものです。 

 

議案第５６号 一般職の職員の給与に関する条例及び一般職

の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につきましては、

人事院勧告に基づき、本条例の一部を改正するものです。 

今回の改正は、一般職の給料月額の引き上げを行うとともに期

末手当および勤勉手当の支給月数について、それぞれ０．０５月

分引き上げを行うものです。 

 

議案第５７号 羽咋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部改正につきましては、人事院勧告に基づき、

一般職の職員の給与に関する条例を改正することに伴い、本条例

の一部を改正するものです。 

 

議案第５８号 常勤の特別職の給与に関する条例の一部改正

および 議案第５９号 議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関

する条例の一部改正につきましては、人事院勧告に基づき、本条

例の一部を改正するものです。 

    今回の改正は、常勤の特別職および議会の議員の期末手当の支 

給月数について、０．０５月分引き上げを行うものです。 
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報告第３７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につき

ましては、災害弔慰金等支給審査委員会委員の報酬の日額を 

１万２千円として新たに定めるなど、所要の改正を行ったもので

す。 

 

報告第３８号 令和６年度羽咋市一般会計補正予算第７号の

専決処分の報告につきましては、歳出では、衆議院議員総選挙執

行にかかる事業費および災害弔慰金の支給にかかる追加補正を行

ったものです。 

歳入では、事業に伴う国県支出金を増額計上したほか、不足分

は、財政調整基金からの繰入金により収支の均衡を図った次第で

す。 

これにより歳入歳出それぞれ２，６８０万円を追加し、予算総

額を１９１億０，４７７万３千円に定めたものです。 

 

報告第３９号 羽咋市医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例の専決処分の報告につきましては、令和６年１１月１

日施行の児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、専決処分を行

ったものです。内容につきましては、所得制限額と第３子以降の

加算額の引き上げに伴い、所要の改正を行ったものです。 

 

報告第４０号 令和６年度羽咋市一般会計補正予算第８号の
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専決処分の報告につきましては、歳出では、建設型応急仮設住宅

の駐車場の舗装工事にかかる増額補正を行ったものです。 

歳入では、事業に伴う県支出金を増額計上しました。 

これにより歳入歳出それぞれ１千万円を追加し、予算総額を 

１９１億１，４７７万３千円に定めたものです。 

 

報告第４１号 業務委託契約の締結の報告につきましては、 

羽咋市立学校給食共同調理場調理・配送業務委託契約について、

議決事件に該当しない契約及び財産の処分についての報告に関す

る条例の規定により、報告するものです。 

 

報告第４２号 工事請負契約の締結の一部変更の報告につき

ましては、令和５年第５回羽咋市議会定例会に報告した羽咋浄化

センター汚泥脱水機更新工事（機械）に関し、契約期間を延長し

たので、議決事件に該当しない契約及び財産の処分についての報

告に関する条例の規定により、報告するものです。 

 

以上をもちまして、提出いたしました全案件の説明を終わりま

す。詳細につきましては、質疑、質問あるいは各常任委員会にお

いて、ご説明いたします。 

何とぞ、よろしくご審議の上、適切なるご決議を賜りますよう

お願いいたします。 


